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令和３年２月１０日 

 
 

給与振込手数料の一部改定について 

 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび当金庫では、令和３年３月１日より、下記のとおり給与振込手数

料を一部改定いたします。 

 今後とも一層のサービス向上に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

記 
 

１．改定日 

  令和３年３月１日（月） 

 

２．給与振込手数料の改定内容（消費税込） 

   改定前 改定後 

当金庫宛 無 料 無 料（変更なし） 

他金融機関宛 無 料 ２２０円（振込１件あたり） 

   ※改定後の手数料は、令和３年３月１日以降に新たに給与振込契約を締結い

ただいた事業者さまに適用いたします。 

 

以 上 


